
苦情解決の流れ 

 

 

 

 

 

申 出 者（利用者または代理の人） 

苦情・要望・相談 

用紙に書いて渡す 書けない人は話す・伝える 

各事業所の 

相談苦情受付担当者 
第三者委員 

苦情解決責任者 （各事業所の管理者） 

解決の為の話し合い ※苦情解決責任者・申出者・その他の人 1 

1で解決しない時 

苦情解決協議会 ※第三者委員会・利用者・保護者・事業所の中から 

２で解決しない時 

運営適正委員会（青森県社会福祉協議会） 

1か 2か 3の結果 

2 

3 

苦情解決責任者が解決策を説明 ※第三者委員は説明に立会います 


